
 資料１１  

１．特別支援教育体制１０年間の検証 

（１）小中学校での特別支援教育の推進について 

① 支援学級と通級指導教室の設置、介助員の配置について 

② 特別支援教育コーディネーターと校内委員会の役割について 

③ 巡回相談の実施体制と実績について 

④ 教職員のスキルアップ研修と保護者向け研修について 

 

【答弁】 

①から④につきまして、順次お答えいたします。 

まず①支援学級と通級指導教室の設置、介助員の配置についてですが、我が国

では平成１９年４月に学校教育法の一部が改正され、特別支援教育がスタートし

てから、支援学級に在籍する児童生徒数は年々増加する傾向にあります。 

本市においても、支援学級在籍者数は平成１８年度の小学校１２７人、中学校 

４７人の計１７４人から、平成２８年度は小学校２７３人、中学校１３０人の計

４０３人に増加しております。また、支援学級数につきましても、在籍人数の増

加に伴い、平成１８年度の小学校３２学級、中学校１３学級の計４５学級から平

成２８年度は小学校６０学級、中学校２８学級の計８８学級へと倍増しておりま

す。 

また、通級指導教室につきましては、平成１８年度の小学校１学級１０人から

平成２８年度は小学校４学級、中学校１学級の計５学級となり、利用する児童生

徒数は自校と他校をあわせて小学校７２名、中学校１１人の計８３人となってお

ります。 

介助員の配置につきましても、平成１８年度の小学校２６人、中学校１０人の

計３６人から平成２８年度は小学校３９人、中学校１４人の計５３人へと増加し

ております。 

在籍者数増加の理由につきましては、発達障がいに対する社会的な認知の広が

りや理解の深まりにより支援体制の整備が進んだこと、また、本市においては、

就学前からの丁寧な支援体制が整ってきたことにより、保護者の障がい認知に関

する抵抗感が薄れてきていることや、子ども一人ひとりに合わせた支援が充実し

てきたこと等がその要因として挙げられます。 

 

次に、②特別支援教育コーディネーターと校内委員会の役割についてですが、

支援教育コーディネーターは現在、市内の全小中学校に１名以上おり、保幼小中

の他、支援学校や外部機関との連絡調整をはじめ、相談支援の担当者として校内

推進体制の要となっております。 



支援教育コーディネーターの位置づけが校内で定着してきたことにより、各学

校園や外部機関との連携が円滑になったことに加え、支援教育に関する保護者の

相談窓口が明確になり、保護者の思いや子どもの教育的ニーズに寄り添った支援

体制を早期から構築することができるようになりました。 

続いて、校内委員会の役割についてですが、支援教育コーディネーターが中心

となり、支援が必要な児童生徒の情報共有を行い、保護者への説明のあり方、巡

回相談の依頼などについて協議を行っております。校内委員会が機能しているこ

とで、全ての児童生徒へのよりよい支援につながっていると言えます。 

 

続いて③巡回相談の実施体制と実績についてですが、平成１８年度は約１００

件の依頼があり、延べ４５０回程度派遣しましたが、平成２７年度では依頼件数

が約１４０件となり、派遣回数は延べ６４０回へと増加しております。巡回相談

の基本的な流れについては、授業の観察、発達検査などを通して児童生徒の特性

や学習の中で困っていることについて分析し、その結果を学校や保護者に伝達す

るという形態をとっており、１件あたり４～５回派遣しております。巡回相談を

実施することにより、支援学級や通常学級において、保護者の思いや児童生徒の

教育的ニーズに応じた専門的な支援につながっております。 

 

最後に、④教職員のスキルアップ研修と保護者向け研修についてですが、全て

の教職員が支援教育の重要性に対する共通認識を持ち、スキルアップを図ってい

く必要があることから、これまでからも、教育委員会主催の研修や各学校の実状

に応じた支援教育研修を計画的に実施しているところです。特に、今年度は「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行された事を受け、夏季教

職員研修全体会において、「ユニバーサルデザインの視点を大切にした授業づく

り」と題した講演会を実施しました。この研修会には市内教職員約６００名が参

加し、支援学級に在籍している児童生徒だけではなく、全ての子どもたちに対す

る支援の視点に基づいた教育活動や、どの子にもわかりやすい授業づくりについ

て研鑽を深めました。 

一方、保護者・市民向けの研修につきましては、毎年、「ハートフルフォーラム」

と題した研修や講演会を開催し、障がいのある子を持つ保護者の子育てへの不安

を解消するとともに、全ての保護者に障がいに対する共通理解を深めております。 

 

本市教育委員会といたしましては、今後も巡回相談の活用や支援教育コーディ

ネーターを中心とした校内支援体制の推進、また、研修などによる教員の指導力

向上を図りながら、保護者の思いや本人の教育的ニーズにあわせた丁寧な支援に

努めてまいります。 

 


